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【手続補正書】
【提出日】平成27年12月17日(2015.12.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
－　熱伝導性材料の一次熱層と、
－　複数の発光ダイオードアセンブリと、
－　少なくとも２つの異なる発光ダイオードアセンブリの電極間に電気的に結合される複
数のワイヤと、
を含む照明アセンブリであって、
　前記発光ダイオードアセンブリは、
－　熱伝導性且つ電気絶縁性セラミックのサブマウントであって、前記一次熱層に熱的に
結合される第１の面と、前記第１の面とは反対側の第２の面とを有するサブマウントと、
－　前記サブマウントの前記第２の面に配置される第１及び第２の金属電極と、
－　発光ダイオードのアノードを前記第１の金属電極に、及び前記発光ダイオードのカソ
ードを前記第２の金属電極に電気的及び熱的に結合させた発光ダイオードダイと、
－　熱伝導性且つ電気絶縁性であり、前記一次熱層に熱的に結合された二次熱材料であっ
て、前記複数のワイヤのサブセットを封入する為に、前記複数のサブマウントのサブセッ
ト間及び前記複数の発光ダイオードダイのサブセット間に配置され、前記発光ダイオード
ダイの上面によって形成される仮想面を越えて延在せず、前記発光ダイオードダイを含む
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キャビティの壁を形成する、二次熱材料と、
を含む、照明アセンブリ。
【請求項２】
　前記ワイヤがある面に配置され、前記面は、前記一次熱層と交差しない、請求項１に記
載の照明アセンブリ。
【請求項３】
　前記キャビティは、光学層が設けられた光出射窓を有する、請求項１に記載の照明アセ
ンブリ。
【請求項４】
　前記光学層は、発光材料を含む、請求項３に記載の照明アセンブリ。
【請求項５】
　前記キャビティは、前記キャビティの前記壁に衝突する光を反射する、請求項１に記載
の照明アセンブリ。
【請求項６】
　前記二次熱材料は、熱伝導性の電気絶縁性粒子で充填されたシリコーンを含む、請求項
１に記載の照明アセンブリ。
【請求項７】
　前記熱伝導性の電気絶縁性粒子は、窒化ホウ素、六方晶窒化ホウ素、Ａｌ２Ｏ３、Ｚｎ
Ｏ、及びＴｉＯ２粒子の少なくとも１つを含む、請求項６に記載の照明アセンブリ。
【請求項８】
　前記一次熱層は銅を含む、及び／又は、前記電極は銅を含む、請求項１に記載の照明ア
センブリ。
【請求項９】
　前記一次熱層は可撓性がある、請求項１に記載の照明アセンブリ。
【請求項１０】
　前記一次熱層が７０マイクロメートルを超える厚さである、請求項１に記載の照明アセ
ンブリ。
【請求項１１】
　前記発光ダイオードダイが、前記発光ダイオードダイの一面上に前記アノード及び前記
カソードを有し、前記面が前記電極に向けて配置されているフリップチップ発光ダイオー
ドダイである、請求項１に記載の照明アセンブリ。
【請求項１２】
　前記サブマウントが、酸化アルミニウム又は窒化アルミニウムを含む、請求項１に記載
の照明アセンブリ。
【請求項１３】
　請求項１に記載の照明アセンブリを含む、光源。
【請求項１４】
　前記照明アセンブリが光透過性チューブ内に配置される、請求項１３に記載の光源。
【請求項１５】
　請求項１に記載の照明アセンブリを含む、又は請求項１３若しくは１４に記載の光源を
含む、照明器具。
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